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１ 運営適正化委員会の組織・委員等 

（１）運営適正化委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉サービス運営適正化委員会委員 

                    （任期：令和４年１１月１日～令和６年１０月３１日） 

 

選考分野 

 

氏  名 

 

所属・職名 

（合議体） 

運営監視 

委員会 

苦情解決 

委員会 

法  律 
委員長 

本田 晴久 
弁護士（鹿児島県弁護士会） 

委員長 

○ 

 

○ 

医  療 
（委員長） 

野田 隆峰 
精神科医       ※R5.4.12退任 

 

○ 
(委員長) 

○ 

医  療 林  岳宏 
精神科医 

鹿児島国際大学 教授 ※R5.8.16 就任 
〇 〇 

社会福祉 

（公益代表） 

副委員長 

茶屋道 拓哉 
鹿児島国際大学 教授 

副委員長 

○ 

委員長 

○ 

社会福祉 

（公益代表） 
大野 敏博 

鹿児島県民生委員児童委員協議会 

評議員  
○ 

副委員長 

○ 

社会福祉 
（利用者代表） 

角﨑 延子 
公益社団法人認知症の人と家族の会 

鹿児島県支部 世話人 ※R5.5.23 退任 
○ 

 

 

社会福祉 
（利用者代表） 

岩下 チエ子 
公益社団法人認知症の人と家族の会 

鹿児島県支部 世話人 ※R5.8.16 就任 
○ 

 

 

社会福祉 
（提供者代表） 

水流 純大 鹿児島県知的障害者福祉協会 会長 ○ 
 

 

 

【福祉サービス運営適正化委員会】＜社会福祉法第８３条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名） 

 

福祉サービス運営適正化委員会組織運営要綱 

（目的及び権限） 

第２条 福祉サービス利用支援事業の適正な運営を確保するとともに，福祉サービ

スに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため，次に掲げる業務を行う。 

（１）福祉サービス利用支援事業を行う者に対する必要な助言又は勧告 

（２）福祉サービスに関する苦情の解決のための相談，助言，調査またはあっせん 

（３）福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがある

と認めたときの鹿児島県知事への通知等 

（４）その他，委員会の目的を達成するために必要な事項 

【事務局】 

○委員会事務 

○苦情の受付 

○広報・啓発活動 

○調査研究 等 

 

【福祉サービス利用支援事業運営監視委員会】 

＜社会福祉法第８４条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名） 

 

【福祉サービスに関する苦情解決委員会】 

＜社会福祉法第８５条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等４名） 
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【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会委員名簿 

   （任期：令和４年９月１日～令和６年８月３１日） 

選考分野 氏名 所属・職名 備考 

公 益 代 表 田中 安平 
一般社団法人 

鹿児島県介護福祉士会 会長 
副委員長 

公 益 代 表 川野 信男 
前・公益財団法人 

鹿児島県老人クラブ連合会 会長 
委員長 

利用者代表 山川 伯明 
特定非営利活動法人 

鹿児島県精神保健福祉会連合会 理事長 

 

 

利用者代表 久保 郁子 
社会福祉法人 

鹿児島県母子寡婦福祉連合会 理事長 

 

 

経営者代表 帯田 英児 
社会福祉法人 

鹿児島県保育連合会 副会長 
 

経営者代表 二階堂 清一 
前・鹿児島県市町村社会福祉協議会 

連絡協議会 会長 

 

 

【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会 

  開催日   令和５年８月１６日（水） 出席：５名 県社会福祉センター 

  内 容   ア 運営適正化委員会委員の選考について 

 

２ 委員会等の開催 

（１）運営適正化委員会 

第１回  令和５年５月２３日（火） 出席：５名 県社会福祉センター 

内 容  ア 委員長の選任について 

     イ 副委員長の指名について 

ウ 令和４年度業務報告について 

 

第２回  令和６年３月８日（金）  出席：６名 県社会福祉センター 

内 容  令和６年度業務計画（案）について 

 

（２）運営監視委員会 

第１回  令和５年５月２３日（火） 出席：５名 県社会福祉センター 

    内 容  ア 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について（令和４年度末） 

イ 運営監視委員会による福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実

施について 

 

第２回   令和５年９月２１日（木） 出席：６名  県社会福祉センター 

内 容    ア 福祉サービス利用支援事業の事業概要について 

イ 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について（７月末現在） 

ウ 運営監視委員会による福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実

施状況について 

 

第３回   令和６年１月１２日（金） 出席：６名 県社会福祉センター 

内 容    ア 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について（11月末現在） 

イ 運営監視委員会による福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実

施結果について 
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第４回   令和６年３月８日（金） 出席：６名 県社会福祉センター  

内 容    福祉サービス利用支援事業の実施状況等（１月末現在）及び実地業務調査結果の報告に 

ついて 

 

（３）運営監視委員会による福祉サービス利用支援事業実施社協訪問調査の実施（１１カ所） 

ア 日置市社会福祉協議会        令和５年 ８月１７日（木）委員，事務局 

イ いちき串木野市社会福祉協議会    令和５年 ８月１７日（木）事務局 

ウ 垂水市社会福祉協議会        令和５年 ７月２８日（金）委員，事務局 

エ 錦江町社会福祉協議会        令和５年 ９月１２日（火）委員，事務局 

オ 肝付町社会福祉協議会        令和５年 ９月１２日（火）委員，事務局 

カ 奄美市社会福祉協議会        令和５年 ８月３０日（水）事務局 

キ 大和村社会福祉協議会        令和５年 ８月２９日（火）事務局 

ク 宇検村社会福祉協議会        令和５年 ８月２９日（火）事務局 

ケ 龍郷町社会福祉協議会        令和５年１１月２９日（水）委員，事務局 

コ 和泊町社会福祉協議会        令和５年１０月２０日（金）事務局 

サ 知名町社会福祉協議会        令和５年１０月２９日（木）事務局 

 

（４）苦情解決委員会 

   第１回  令和５年５月２３日（火） 出席：３名 県社会福祉センター 

内 容  ア 委員長の選任について 

イ 副委員長の指名について 

ウ 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       エ 令和５年度福祉サービスに関する相談･苦情解決事業研修会（初級編）及び福祉サービ 

ス苦情解決研修会（上級編・中級編）の実施予定について 

       オ 令和５年度福祉サービス苦情解決事業における事業所巡回訪問予定について 

 

第２回  令和５年７月２６日（水） 出席：３名 県社会福祉センター 

   内 容   ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ウ 福祉サービスに関する相談･苦情解決事業研修会の実施について 

       エ 令和５年度調査研究事業の実施について 

 

第３回  令和５年９月２１日（木） 出席：４名 県社会福祉センター 

内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       イ 福祉サービス苦情解決研修会（上級編）の実施報告及び福祉サービスに関する相談･ 

苦情解決事業研修会（初級編）の実施について 

 

第４回  令和５年１１月９日（木） 出席：３名 県青少年会館 

内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       イ 福祉サービスに関する相談･苦情解決事業研修会（初級編）の実施報告及び福祉サービ 

ス苦情解決研修会（中級編）の実施について 

       ウ 令和５年度調査研究事業について（中間報告） 
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第５回  令和６年１月１２日（金） 出席：４名 県社会福祉センター  

  内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

イ 令和５年度調査研究事業について（中間報告） 

ウ 令和５年度福祉サービス苦情解決事業における事業所巡回訪問について 

 

第６回   令和６年３月８日（金）  出席：４名 県社会福祉センター  

    内 容    ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

ウ 福祉サービス苦情解決研修会（中級編）の実施報告について 

エ 令和５年度調査研究事業について 

オ 福祉サービス苦情解決事業における事業所巡回訪問について 
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３　相談・苦情の受付状況

（１）月別受付件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

苦    情 4 6 17 10 8 9 4 15 10 3 11 10 107

相談・問合せ 5 0 4 1 1 0 2 0 5 7 2 6 33

合　  計 9 6 21 11 9 9 6 15 15 10 13 16 140

（２）相談受付方法

身体 5

苦    情 知的 10

相談・問合せ 精神 41

合    計 その他 6

計 62

（３）サービス分野・申出人の属性 ↑

苦情
相談

問合せ
苦情

相談
問合せ

苦情
相談

問合せ
苦情

相談
問合せ

苦情
相談

問合せ
苦情

相談
問合せ

6 4 15 3 0 0 0 5 0 1 21 13

46 5 11 2 0 0 2 1 3 2 62 10

1 0 19 0 0 0 0 1 1 1 21 2

2 5 0 0 0 0 0 2 1 1 3 8

55 14 45 5 0 0 2 9 5 5 107 33

（４）苦情内容・解決結果（苦情として受け付けた107件の内訳） 　

相談
助言

紹介
伝達

あっ
せん

県へ
通知

その
他

継続
中

意見
要望

不調

37 4 0 0 2 1 0 1

33 3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

10 1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

93 10 0 0 2 1 0 1

（５）事業所の運営主体別（苦情として受け付けた107件の内訳）

社会
福祉
法人

営利
法人

その他 不明 合計

※1 ※2 ※3

件    数 23 2 1 37 8 0 4 5 3 1 23 107

※1「社会福祉法人」は社会福祉協議会以外　　※2｢営利法人」は株式会社･合同会社等
※3「その他」は福祉事務所，地域包括支援センター等

障害苦情

来所 電話 書面 その他 合計

2 29 2 0 33

11 82 14 0 107

合　 計

　　　　　　　　　解決結果

　苦情内容
合　計

13 111 16 0 140

その他

　　　　　　　 申出人
　　　　　　　　　　属性

サービス分野

利用者 家族 代理人 その他 合計

高齢者

障害者

児    童

職員

A　職員の接遇 45

C　利用料 3

D　説明・情報提供 11

B　ｻｰﾋﾞｽの質や量 36

E　被害・損害 5

F　権利侵害 6

G　その他 1

合　　計 107

学校
法人

NPO
法人運営主体

社会
福祉

協議会
公立

一般
社団・
財団
法人

公益
社団・
財団
法人

医療
法人
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（６）相談・苦情の概要と運営適正化委員会の対応 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１ 

(相談） 

書面 

(メール) 

その他 

(本人) 

緊急小口資金等の返済に困っている。 

 

生活福祉資金の相談先を紹介した。 ― 

２ 

(相談） 

電話 その他

(本人) 

生活保護の住宅扶助基準では転居

が難しい。担当に気持ちを伝えてほ

しい。 

相談内容を行政担当課に伝達した。 ― 

３ 

(相談） 

電話 その他

(本人) 

生活保護の支給額が少ない。また，

貯金通帳を盗まれたが，警察が対応

してくれない。 

警察本部の相談窓口を紹介した。 ― 

４ 

(相談） 

電話 

(匿名) 

障害者

(本人) 

施設を出たいと思っているが，誰に

も相談できない。どうしたらよい

か。 

相談支援専門員への相談を助言した。 ― 

５ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

障害者

(本人) 

友人が，退所した施設の職員から嫌

がらせを受けているようだ。 

（Ｅ） 

申出内容について，対応を助言して終

了。        

 （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

６ 

(苦情） 

電話 

 

障害者

(本人) 

事業所管理者に大変不愉快な発言

をされる。           （Ａ） 

申出内容について事業所に伝達し，当事

者間の話し合いを勧めて対応終了。 

（対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

７ 

(相談） 

電話 

 

その他 

(職員) 

苦情相談窓口の表示について尋ねた

い。 

相談内容について助言した。 ― 

８ 

(苦情） 

電話 

 

高齢者 

(本人) 

日常生活上の制約が多く暮らしに

くいので，事業所を出たい。 （Ｂ）             

申出内容について，ケアマネージャー等

への相談を助言して対応終了。 

                    （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

９ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

児童 

(家族) 

事業所の門が常に開いたままで，子

どもの安全が確保されていない。 

         （Ｂ）                

申出内容について事業所に伝達し，対応

することが確認できたため終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

１０ 

(苦情） 

来所 障害者

(本人) 

職員からハラスメントを受けたこ

とに対して，事業所へ改善を求めた

が十分に対応してもらえなかった。 

 （Ａ）                        

申出内容について委員会の対応範囲を

説明したところ，事業所への改善や指導

を求めたいとのことから，行政機関を紹

介し対応終了。        （対応回数２回） 

解決 

(紹介伝達) 

１１ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

事業所が施設内でのマスク着用を

義務付けながら，保護者を建物内に

出入りさせているのはおかしい。 

                 （Ａ） 

申出内容について事業所に伝達し，事業

所の回答を申出人が了解されたため対

応終了         （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１２ 

(苦情） 

来所 障害者 

(本人) 

利用者同士のトラブルに対する事

業所の対応について不満が残って

いる。          （Ａ） 

申出内容について利用していた事業所

へ伝達し，その結果を申出人へ報告し対

応終了。            （対応回数６回） 

解決 

(相談助言) 

１３ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所への不満があり，辞めるかど

うか迷っている。       （Ⅾ） 

申出内容について助言したところ，申出

人から事業所に話をしてみるとのこと

で対応終了。    （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１４ 

(苦情） 

電話 障害者 

(家族) 

入所者と会わせない，金銭管理の報

告がないなど，事業所の運営に不信

感がある。         （Ｂ） 

事業所との話し合いの結果次第で，改め

て相談するよう助言して対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１５ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所の職員やヘルパーの利用者へ

の対応が不適切。     （Ａ） 

申出内容について事業所に伝達し，事業

所の対応を申出人が了解されたため終

了。        （対応回数６回） 

解決 

(相談助言) 

１６ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

体調が悪く休んでいるのに，事業所

に出てくるよう職員に言われ，利用

をやめようと思う。     （Ａ） 

申出内容を傾聴し，事業所又は相談支援

専門員への相談を助言して対応終了。 

           （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１７ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

母親を退所させたいが施設側が応じ

てくれない。       （Ｂ） 

申出内容について事業所へ状況確認を

行い，今後の対応を検討していただくよ

う伝えて対応終了。 （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

１８ 

(苦情） 

電話 障害者 

(家族) 

入所している家族の病状等につい

て事業所からの連絡が不十分であ

る。           （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，事業所への対応につ

いて助言したところ，申出人が事業所と

話し合うとのことから対応終了。併せ

て，成年後見制度の相談機関について紹

介した。      （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１９ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

福祉サービス利用のことで事業所か

ら話し合いを求められているが，応じ

たくない。        （Ｂ） 

申出内容について事業所に伝達し，事業

所の対応が確認できたため終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

２０ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所の職員の利用者への対応が高

圧的で，事業所側から注意してもらっ

ても改善されない。    （Ａ） 

申出内容を傾聴し，事業所への対応につ

いて助言，委員会による対応を希望され

なかったことから終了。（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

２１ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所が仕事の成果である売り上げ

を利用者に渡さない。   （Ｂ） 

申出内容について事業所に伝達して対

応終了。      （対応回数６回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

２２ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

事業所から急にサービスの利用を

やめてもらいたいと連絡があった。 

             （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応について

助言するとともに，事業所に申出内容を

伝達し，今後の対応を確認できたことか

ら終了。      （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

２３ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

事業所から急にサービスの利用を

やめてもらいたいと連絡があった。 

             （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応について

助言するとともに，事業所に申出内容を

伝達し，今後の対応を確認できたことか

ら終了。      （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

２４ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

入所者と面会できない状態が続い

ており，早く会えるようにしてほし

い。           （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，介護保険の専門相談

窓口を紹介して対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 

２５ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

事業所からサービス提供の中止の

連絡があり，急なことで困ってい

る。           （Ｂ） 

 

申出内容を事業所へ伝達し，事業所が利

用者のサービス継続や移行へ配慮する

ことが確認できたため対応終了。 

（対応回数５回）    

解決 

(相談助言) 

２６ 

(相談） 

電話 高齢者 

(職員) 

介護施設に関する相談先として委

員会を紹介してよいか。 

相談窓口について助言した。 ― 

２７ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

グループホームの電気料金が払わ

れていないので，電気が止まると電

力会社の人に言われた。   （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応状況を

確認できたことから終了。 

（対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

２８ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

職員の行動について管理者に謝罪を

求めているが，事業所が応じない。                       

（Ａ） 

申出内容について事業所の苦情解決責

任者の対応を求めた結果，事業所側と申

出人との話し合いの場が設定され，その

対応に申出人が納得されたことを確認

できたため終了。 （対応回数１５回）  

解決 

(相談助言) 

２９ 

(相談） 

電話 障害者 

(本人) 

賃金を前借りしていると，就労事業

所を辞められないのか。 

 

申出内容を傾聴し，事業所又は相談支援

専門員への相談を助言して対応終了。 

― 

３０ 

(相談） 

電話 障害者 

(本人) 

利用をやめる事業所から，今月いっ

ぱい来てほしいを言われた。 

申出内容を傾聴し，事業所への対応を助

言して終了。 

 

― 

３１ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所の職員の態度が高圧的で精神

的に負担を感じる。    （Ａ） 

 

申出内容について委員会の対応を希望

されなかったため関係窓口を紹介し対

応終了。      （対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

３２ 

(苦情） 

来所 児童 

(家族) 

子に療育指導を受けさせたいが，管

理者が，療育事業所の利用を認めな

い。            （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，申出人の希望によ

り，行政窓口に申出内容を伝達し，申出

人が対応を了解されたため終了。 

（対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

３３ 

(相談） 

電話 その他 

(職員) 

病院内の看護・介護について相談し

たい。 

相談窓口について助言した。 ― 

３４ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(本人) 

調理等のサービス提供がヘルパー

によって違うのが気になる。ヘルパ

ーから昼食時に来ると連絡があっ

たが，迷惑だ。       （Ｂ）           

申出内容については，申出人から介護支

援事業所に相談してみるとのことで，助

言のみで対応終了。 （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

３５ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所を継続するにあたって事業所

側の配慮と説明が不十分。 （Ｄ） 

申出内容について匿名で事業所へ伝達

し，申出人へも報告して了承いただき対

応終了。      （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

３６ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

利用中の怪我に係る治療費について。            

（Ｅ） 

申出内容を傾聴し，関係者を交えて事業

所に直接確認することを助言し，申出人

が了承され終了。  （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

３７ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所職員の利用者への発言が不

適切。           （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，引き続き対

応していくことが確認できたことから

終了。       （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

３８ 

(苦情） 

電話 障害者 

(その他) 

事業所が利用者の望まない作業を強

制することは虐待である。 （Ｆ） 

申出内容を傾聴し，虐待情報の受付窓口

に情報提供して対応終了。 

（対応回数４回） 

解決 

(紹介伝達) 

３９ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所を辞めるに当たって退職ハラ

スメントを受けている。  （Ａ） 

申出内容について，委員会による対応を

希望されなかったため関係窓口を紹介

し対応終了。    （対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 

４０ 

(苦情） 

電話 障害者 

(職員) 

利用者に対して暴言をふるう職員が

いる。          （Ｆ）           

申出内容については委員会による対応

を希望されなかったため，傾聴と助言の

みで対応終了。   （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

４１ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

ヘルパーのサービス内容が不十分で

ある。          （Ｂ）           

申出内容を事業所に伝達し，対応される

ことが確認できたことから終了。 

（対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

４２ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所が個人宛の封書を開封する

のはプライバシーの侵害である。 

             （Ｆ） 

申出内容について事業所へ伝達し，今後

十分配慮することが確認できたため対

応終了。      （対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

４３ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

利用料に関する説明が不足しており，

事業所に返金を求めているが，回答が

ない。          （Ｃ） 

事業所との話し合いの結果次第で，改め

て相談するよう助言して対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

４４ 

(苦情） 

電話 障害者 

(家族) 

家族に説明がないまま利用サービス

が変更されていた。    （Ｄ） 

申出人の要望により話を傾聴するとと

もに，事業所への相談を助言し終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

４５ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

母親を退所させたいが施設側が応じ

てくれない。       （Ｂ） 

 

申出内容について傾聴し，事業所への対

応について助言を行ったが，委員会によ

る対応を希望されなかったため対応終

了。        （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

４６ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(本人) 

調理等のサービス提供がヘルパー

によって異なり，ヘルパーを代えて

欲しい。         （Ｂ） 

申出内容については申出人から介護支

援事業所に相談してみるとのことで，助

言のみで対応終了。 （対応回数１回） 

 

解決 

(相談助言) 

４７ 

(相談） 

来所 高齢者 

(職員) 

退職した事業所とトラブルになり

困っている。 

相談内容を傾聴し，労働関係相談窓口を

紹介して対応終了。 

― 

４８ 

(苦情） 

来所 高齢者 

(家族) 

事業所が他の家族が反対している

として，父親との面会を認めてくれ

ない。          （Ｇ） 

相談内容を傾聴し，専門機関を紹介して

対応終了。     （対応回数２回） 

 

解決 

(紹介伝達) 

４９ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

母親が入居する事業所を閉鎖する

として退去を求められている。（Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，家族への説

明を尽くすよう助言して対応終了。 

（対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

５０ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

辞めた事業所から賃金が支払われ

ていない。        （Ｄ） 

申出内容について，相談支援事業所への

相談を助言し，申出人が了承され対応終

了。        （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

５１ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

利用者の障害内容が職員に周知さ

れておらず，不適切な対応を受けて

いる。          （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達するとともに，

利用者への適切な対応について配慮す

るよう依頼して終了。（対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

５２ 

(苦情） 

電話 障害者 

(家族) 

Ａ型事業所の利用をやめたが，退職

に係る手続きをしてくれず困って

いる。          （Ｂ） 

申出内容について助言したところ，申出

人から相談支援事業所に相談するとの

ことで対応終了。  （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

５３ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

新しい施設長の人となりに問題が

あり，施設側と協議するが，改善が

図られない。       （Ａ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応につい

て，相談窓口を紹介して終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 

５４ 

(相談） 

電話 その他 

(本人) 

入院するのにお金を借りたい。 相談窓口を紹介し対応終了。 

 

― 

５５ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

利用者によって送迎の扱いが異な

る。職員の言葉遣いが不適切。 

             （Ｄ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応される

ことを確認できたことから終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

５６ 

(苦情） 

電話 障害者 

(家族) 

交代した担当者が，就労していた職

場の退職手続きを勝手に行ってい

た。           （Ａ） 

申出内容について，本委員会から事業所

へ確認することを希望されなかったた

め，必要事項を助言して終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

５７ 

(苦情） 

電話 障害者 

(本人) 

事業所内の席の移動を依頼するが，

職員が対応してくれない。  （Ａ） 

申出内容について助言したところ，申出

人から事業所に改めて話してみるとの

ことで対応終了。  （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

５８ 

(苦情） 

電話 障害者 

(職員) 

職員の利用者に対する態度が適切

ではないことを事業所の管理者へ

伝えても取り合ってもらえない。 

（Ａ） 

申出内容については委員会からの対応

を希望されなかったため，助言のみで対

応終了。      （対応回数１回） 

 

解決 

(相談助言) 

５９ 

(苦情） 

電話 児童 

(家族) 

サービス利用時の連絡手段が機能し

ておらず，学校への迎えがなかった。                        

（Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応される

ことを確認できたことから終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

６０ 

(苦情） 

来所 児童 

(家族) 

困っている家族に対する配慮がな

く，対応について検討すると聞いた

が，その後も連絡がない。  （Ａ） 

申出内容について助言した後，申出人か

らの連絡がなく，一定期間が経過したこ

とから対応終了。  （対応回数２回） 

  

解決 

(相談助言) 

６１ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

相談予定日を急に変えられ困ってい

るのに，謝罪の言葉に心がこもってお

らず，怒りを覚えた。   （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応される

ことを確認できたことから終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

６２ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

障害者 

(本人) 

グループホームの職員の対応が悪い

ので，改善を指導してもらいたい。                 

（Ａ） 

申出内容について，委員会の対応を希望

されなかったことから，助言のみで終

了。        （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

６３ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

障害者 

(本人) 

利用する事業所とそれを運営する代

表者に問題があり，糾弾したい。 

             （Ａ） 

申出人が一方的に電話を切り対応終了。 

          （対応回数１回） 

その他 

(不調) 

６４ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所と話し合いをしたが納得でき

ないので仲介してほしい。 （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達して状況を確

認し，申出人への対応を配慮していただ

けることを確認できたため対応終了。                      

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

６５ 

(苦情） 

書面 

(郵送) 

高齢者 

(家族) 

利用者の処遇について家族が要望し

ても，事業所が対応してくれず，利用

者の状態が悪化した。   （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，事業所側に

おける対応について，申出人も了解され

たことから終了。 （対応回数１６回） 

 

解決 

(相談助言) 

６６ 

(苦情） 

電話 高齢者 

(家族) 

担当者がいないとして，施設に預かっ

てもらっている母の通帳からお金を

引き出せない状態が続いている。 

             （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達したところ，既

に，申出内容について対応されているこ

とが確認できたことから終了。 

（対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

６７ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

児童 

(家族) 

事業所から帰ってきた子供の両腕

に，強くつかまれた痕があったが，

事業所に聞いても，明確な説明が得

られない。         （Ａ） 

 

申出内容を事業所に伝達したところ，既

に，対応が進められていることを確認で

きたことから終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

６８ 

(相談） 

電話 

(匿名) 

高齢者 

(家族) 

面会の制限について教えて欲しい。 面会の制限については，事業所ごとに異

なることを伝えるとともに，関係機関を

紹介し終了。    （対応回数１回） 

― 

６９ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所管理者の利用者への対応や

職員への指導が不適切。    （Ａ） 

 

申出内容を事業所に伝達し，事業所側

が，引き続き対応に努めるとされている

ことを申出人に伝え，申出人も対応を了

解され終了。    （対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

７０ 

(相談） 

電話 

(匿名) 

障害者 

(家族) 

入所している施設の修理代金の立

替払いについて聞きたい。 

相談者の話を傾聴し，施設側への対応に

ついて助言して対応終了。 

（対応回数１回） 

― 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

７１ 

(苦情） 

来所 障害者 

(本人) 

事業所職員間の連携が取れておらず，

利用者も困惑させられている。 

（Ａ） 

申出内容について，個人を特定される心

配があることから委員会の働きかけを

希望されなかったため，助言のみ行い対

応終了。      （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

７２ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(家族) 

施設に入所している華族に対する

職員の対応が不適切。   （Ａ） 

      

申出内容を傾聴し，今後の施設側への対

応について助言して終了。 

（対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

７３ 

(苦情） 

文書 

(メール) 

障害者 

(本人) 

募集内容と異なる仕事をさせられ

る。            （Ｂ） 

申出内容について助言した後，申出人か

らの連絡がなく，一定期間が経過したこ

とから対応終了。  （対応回数２回） 

 

解決 

(相談助言) 

７４ 

(苦情） 

電話 

 

高齢者 

(本人) 

ベッドでタバコを喫う利用者がおり，

職員が注意しても聞き入れない。 

             （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達したところ，既

に，対応が進められていることを確認で

きたことから終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

７５ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

障害者 

(本人) 

事業所職員の言動に利用者が困って

いる。              （Ａ） 

申出内容について事業所へ伝達し，事業

所側が引き続き対応に努めるとされて

いることを申出人に伝え，申出人も対応

を了解され終了。    （対応回数１１回） 

解決 

(相談助言) 

７６ 

(苦情） 

書面 

(郵送)  

(匿名) 

 

児童 

(家族) 

行事の変更については，早めに連絡し

てほしい。保護者が参加する行事は，

全員が参加できる回数にしてほしい。  

（Ａ） 

申出内容について，事業所に伝達し，適

切な対応を求めて終了。 

           （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

７７ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

 

高齢者 

(家族) 

施設が，入所中の家族について介護

度を実態より軽くし，退去するよう

求めている。        （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，介護保険の専門窓口

を紹介して対応終了。（対応回数１回） 

 

解決 

(紹介伝達) 

７８ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

(匿名) 

障害者 

(本人) 

事業所で希望する業務をさせてくれ

ず，心労のため体調を崩した。 

（Ａ） 

申出内容について，申出人からの連絡を

まったが，一定期間連絡がなかったこと

から対応終了。      （対応回数２回） 

その他 

(連絡なし) 

７９ 

(苦情） 

電話 

 

児童 

(家族) 

利用者同士のトラブルについての事

業所側の対応が不適切。   （Ｅ） 

申出内容について，事業所へ今後の対応

に配慮していただきたいことを伝達し，

対応終了。        （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

８０ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

その他 

(本人) 

相談への対応が不適切で，見下され

たような視線を感じた。   （Ａ） 

申出人の要望により，事業所へメールを

転送するとともに，申出内容を事業所に

伝達し，対応されることを確認したこと

から終了。     （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

８１ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

相談の話し合いの場で，事業所の管

理者に不愉快な態度を取られた。 

（Ａ） 

申出内容について事業所へ伝達し，申出

人が事業所と再度話し合いをする等，今

後の対応については，相談支援事業所へ

相談しながら行うとのことで対応終了。 

           （対応回数６回） 

解決 

(相談助言) 

８２ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

高齢者 

(家族) 

事業所に不満があって退所したが，

精算金の返金も遅い。    （Ｃ） 

申出内容を傾聴し，助言を行い対応終

了。        （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

８３ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所のスタッフから障害を理解し

ない心ない暴言を受け我慢できない。 

              （Ｆ） 

申出内容について事業所に伝達し，引き

続き，申出人への対応の改善に努められ

ることが確認できたことから終了。 

           （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

８４ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(家族) 

事業所が本人の希望として就労の退

職手続きを進めてしまったが，家族に

は相談も説明もしてくれなかった。 

（Ｄ） 

 

申出内容を傾聴し，今後の対応について

助言して終了。    （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

８５ 

(苦情） 

来所 障害者 

(本人) 

過去に，サービス利用契約を一方的に

解除されたが，解除理由が納得できな

いので，改めて説明を求めたい。 

（Ｂ） 

 

申出内容について事業所に伝達するとと

もに，これまでの事業所との話し合いの

経緯について，申出人に再確認したとこ

ろ，申出内容についての事業所の対応に

納得されたことから終了。 

（対応回数１４回） 

解決 

(相談助言) 

８６ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(家族) 

入所中の家族の金銭管理等について

説明を求めるが，事業所に適切な対応

をしてもらえない。     （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達するとともに，

適切に対応していただくよう依頼して

終了。        （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

８７ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所の職員が利用者の障害に配慮

した対応をしてくれない。  （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応がなさ

れていることを確認できたことから，引

き続き対応して頂くよう依頼して終了。 

          （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

８８ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所管理者の利用者への対応に人

間味や思いやりがない。    （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達したところ，申

出人が既に法人側の対応について了解

されていることを確認できたことから

終了。        （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

８９ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

ベテランの職員が退職してから，事業

所スタッフの対応が良くないことを

運営法人に伝えたいが電話が通じな

い。            （Ａ）    

申出内容を事業所に伝達するとともに，

当事者間の話し合いで解決するよう仲

介し，対応終了。   （対応回数８回） 

解決 

(相談助言) 

９０ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(家族) 

入所している家族の健康管理が不適

切である。           （Ｂ） 

申出内容について，事業所に伝達し，引

き続き，入所者処遇に努められることを

確認して対応終了。  （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

９１ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

その他 

(その他) 

委員会での苦情対応は適切に運営

されているか。 

委員会活動についての意見を傾聴した。 ― 

９２ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(家族) 

介護保険施設の取扱いについて教え

て欲しい。 

 

相談内容を傾聴し，介護保険の専門窓口

を紹介して対応終了。 

― 

９３ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(家族) 

家族が施設入所中に亡くなった原

因が納得できない。 

相談者の話を傾聴して対応終了。 ― 

９４ 

(苦情） 

電話 

(匿名) 

 

障害者 

(本人) 

支給された工賃が他の利用者と比べ

て少ない。          （Ｂ） 

申出内容については，申出人が改めて事

業所に説明を求めるとのことで，対応終

了。         （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

９５ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所の申出人への適切な配慮がな

く，連絡に対する折返しもない。 

（Ａ） 

 

申出内容を事業所に伝達し，事業所側

が，対応されることを確認できたことか

ら終了。       （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

９６ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

その他 

(本人) 

職員の対応が利用者に寄り添ったも

のではないと感じる。   （Ａ） 

 

申出内容について傾聴後，助言し，申出

人が事業所と話をするとのことから対

応終了。       （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

９７ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

障害者 

(本人) 

事業所職員の利用者への対応が不適

切である。          （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，今後とも，

丁寧な対応を依頼し，了解されたことか

ら終了。      （対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

９８ 

(苦情） 

来所 障害者 

(本人) 

居住施設の管理が不十分で安全面に

不安を感じる。        （Ｂ） 

申出内容について事業所へ伝達し，今

後，事業所が配慮して対応することが確

認できたため終了。  （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

９９ 

(相談） 

電話 

 

障害者

(職員) 

他の事業所への苦情について，事業

所からの相談には対応してもらえ

るのか。 

相談機関について助言をして対応終了。 ― 

１００ 

(相談） 

電話 

 

児童 

(職員) 

利用者の保護者が苦情を伝える可

能性があるので，事前に情報提供し

たい。 

相談内容を傾聴して対応終了。 ― 

１０１ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

障害者 

(本人) 

事業所スタッフの利用者への対応が

不適切で，責任者に相談しても対応し

てくれない。          （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，事業所にお

いて対応されることが確認できたこと

を申出人に伝え，申出人も対応を了承さ

れたことから終了。  （対応回数８回） 

解決 

(相談助言) 

１０２ 

(苦情） 

来所 

 

 

児童 

(家族) 

突然契約を解除されたが，解除の理由

について明確な説明を求めたい。 

（Ｂ）       

申出内容を事業所に伝達したが，事業所

からは同意を得られず，事業所からの回

答を申出人に伝えて，対応を終了。 

（対応回数２１回） 

 

解決 

(相談助言) 

１０３ 

(相談） 

電話 

 

高齢者 

(職員) 

第三者委員は 3名いないといけない

か。 

第三者委員について説明して対応終了。 ― 

１０４ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(家族) 

入所中に容体が急変したことにつ

いての十分な状況説明を施設側が

してくれない。      （Ｅ） 

 

申出人の状況を整理し助言を行ったと

ころ，整理したことを参考に申出人で働

きかけを行うとのことで対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１０５ 

(相談） 

電話 

 

高齢者 

(職員) 

有料老人ホームのトラブル相談は

対象としているか。 

相談に助言して対応終了。 ― 

１０６ 

(苦情） 

電話 

 

高齢者 

(本人) 

訪問してくる職員の態度が不適切

である。         （Ａ） 

申出内容については申出人から居宅介

護支援事業所に相談してみるとのこと

で，助言のみで対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１０７ 

(相談） 

電話 

 

その他

(本人) 

被保護世帯の葬儀について，行政担

当課の説明に納得がいかない。 

相談内容への対応について助言し，必要

があれば，再度電話されるとのことから

対応終了。 

― 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１０８ 

(相談） 

書面 

(メール) 

 

高齢者 

(その他) 

施設に訪問しての外部サービス提

供を認めないことは許されるのか。 

相談内容について，他機関を紹介し対応

終了。 

― 

１０９ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(本人) 

デイサービスを利用するにはどう

したら良いか。 

専門機関へ相談することを助言し終了。 ― 

１１０ 

(相談） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

弁護士を紹介してほしい。 専門機関を紹介し終了。 ― 

１１１ 

(相談） 

電話 

 

高齢者 

(本人) 

事業所の苦情への対応が不適切で

ある。 

 

相談者に電話するが，着信拒否の設定が

なされており，連絡ができないため対応

終了。 

― 

１１２ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

（匿名） 

児童 

(家族) 

行事の内容が時代にそぐわないの

で変更してもらいたい。  （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，事業所側の

対応状況を申出人に伝えて対応終了。 

（対応回数４回） 

解決 

(相談助言) 

１１３ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所の職員やヘルパーの対応が

不適切。         （Ａ） 

申出内容を事業所に伝達し，事業所にお

いても申出人との話し合いを実施され

ることが確認できたことから終了。 

（対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

１１４ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

(家族) 

事業所から利用対象年齢を大幅に

変更すると突然言われ，大変困って

いる。          （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応終了。

（対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 

１１５ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

利用時間の契約変更に対応してくれ

ない。          （Ｄ） 

 

申出内容について事業所へ伝達すると，

相談支援事業所と申出人と話をする機

会を設けたとの報告があり対応終了。 

         （対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

１１６ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

障害者 

(本人) 

事業所職員の対応が不適切である。

（Ａ） 

申出内容について今後の対応を助言し

て終了。      （対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

１１７ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

職員の障害についての理解が不足

しており，障害者への対応が不適

切。           （Ａ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応を助言

し，必要な場合は再度連絡されることと

して対応終了。   （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１１８ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

(家族) 

担当の説明が二転三転するので約

束は守って欲しい。    （Ｄ） 

申出人の話を傾聴し，申出内容を担当へ

伝達し配慮した対応を依頼して対応終

了。        （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

１１９ 

(苦情） 

電話 

 

高齢者 

(家族) 

家族が入所中にコロナに感染し，職

員の対応が不適切。    （Ｂ） 

申出内容を傾聴し，対応行政窓口を紹介

して終了。     （対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 

１２０ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

(その他) 

アパートの隣室が障害者のグルー

プホームとして利用されているが，

事業所から周囲への説明がない。 

相談内容を傾聴し，行政窓口を紹介して

対応終了。 

― 

１２１ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

(本人) 

利用者への声かけでは，言葉選びを

慎重にしてほしい。    （Ａ） 

申出人の要望により，申出内容について

事業所へ伝達し対応終了。 

（対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

１２２ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

(家族) 

利用事業所は入所者の金銭管理を

行うのが一般的なのか。 

相談内容を傾聴し，対応について助言し

て終了。 

― 

１２３ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(本人) 

事業所の経営者の発言が横暴。（Ａ） 申出人からの連絡を待っていたが，一定

期間を経過したことから対応終了。 

（対応回数１回） 

その他 

(連絡なし) 

１２４ 

(苦情） 

書面 

（郵送） 

児童 

(本人) 

施設に対して改善を要求しても対応

してくれない。       （Ｂ）       

申出内容について，関係機関と連絡調整

し，申出内容に沿った解決が図られるこ

とを確認し，申出人もその結果を了解さ

れたことから対応終了。 

（対応回数１８回） 

解決 

(相談助言) 

１２５ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

児童 

(その他) 

事業所内の様子がわかる動画や写

真を SNSに掲載しても良いのか。 

相談内容を傾聴し，対応について助言し

て終了。 

― 

１２６ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(その他) 

特定の職員とのトラブルについて

説明が不十分である。   （Ａ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応について

助言し，必要な場合は再度連絡されるこ

ととして対応終了。 （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１２７ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

未記入の支援実施記録に押印を求

められる。        （Ｄ） 

申出内容について，事業所に伝達し，ま

ずは職員への事実確認を行い，関係機関

とも連携青図りながら，利用者へ説明を

行っていくとのことで対応終了。 

（対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１２８ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

(本人) 

福祉サービス受給者証の更新がで

きているか教えてほしい。 

相談内容を聞き取り，行政窓口を紹介し

て対応終了。 

― 

１２９ 

(相談） 

電話 

 

障害者 

(職員) 

委員会の苦情対応について確認し

たい。 

相談内容について聞き取り，説明して対

応終了。 

― 

１３０ 

(相談） 

来所 高齢者 

(本人) 

介護サービスを受けたいが手順が

分からない。 

相談内容を傾聴し，地域包括支援センタ

ーへの相談を勧め終了。 

― 

１３１ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

利用者の他の利用者への暴言につ

いて事業所の指導が不十分である。 

（Ｆ） 

申出内容を事業所に伝達したところ，既

に改善に向け対応しており，引き続き対

応されることを確認できたことから終

了。        （対応回数５回） 

解決 

(相談助言) 

１３２ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

(家族) 

子供や保護者への対応に配慮が足

りない。人手不足を感じる。 （Ｂ） 

申出内容を事業所に伝達し，引き続き対

応されることを確認出来たことから終

了。        （対応回数２回） 

解決 

(相談助言) 

１３３ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

（匿名） 

児童 

(その他) 

職員が利用者の写真を無断で SNSに

掲載している。      （Ｆ） 

申出内容を事業所に伝達し，対応状況を

申出人に連絡して終了。 

（対応回数１２回） 

解決 

(相談助言) 

１３４ 

(相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

(本人) 

事業所の運営が不適切である。 相談内容を傾聴し，対応について助言し

て終了。 

― 

１３５ 

(苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

(家族) 

介護サービスの利用を希望しても

利用させてもらえない。    （Ｄ） 

申出内容について，本委員会から事業所

へ確認することを希望されなかったた

め，他の相談機関も情報提供し終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

１３６ 

(苦情） 

電話 

 

障害者 

(本人) 

事業所の管理者が代わり，契約当初

の説明と相違が生じている。（Ｄ） 

申出内容について，事業所へは本委員会

による働きかけより指導を求められた

ので，行政機関を紹介して対応終了。 

（対応回数１回） 

解決 

(紹介伝達) 

１３７ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

高齢者 

(家族) 

事業所を退去する際の精算手続き

がスムーズになされず，対応職員の

説明が二転三転する。     （Ｃ） 

 

 

申出内容について事業所に伝達し，今後

の対応について改善されるとの回答を

得たことから終了。 （対応回数３回） 

解決 

(相談助言) 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１３８ 

(苦情） 

書面 

(メール) 

 

障害者 

(家族) 

職員の不適切な行動に対する指導

がなされないなど，事業所の運営が

不適切。         （Ａ） 

※ R6.3.31現在継続中 継続中 

   【対応結果】 

申出内容について事業所に伝達し，行き

違い等による申出人及び事業所の事実

認識の相違等について調整を行うとと

もに，他の相談機関について情報提供を

行って対応終了。 （対応回数２４回） 

解決 

(相談助言) 

１３９ 

(相談） 

電話 

 

高齢者 

(職員) 

苦情処理の対応，第三者委員制度に

ついて教えてほしい。 

相談者からの質問に回答し，対応終了。 ― 

１４０ 

(苦情） 

 

電話 

 

障害者 

(家族) 

トラブル対応が不十分で事業所に

不信感を抱いている。   （Ｅ） 

申出内容を傾聴し，今後の対応について

助言して終了。   （対応回数１回） 

解決 

(相談助言) 

 

 

 

【参考】苦情内容の分類 

区 分 例 示 

Ａ 職員の接遇 ・職員の対応や言葉遣いが悪い 

Ｂ サービスの質や量 ・食事の内容が悪い      ・居室の環境が悪い 

Ｃ 利用料 ・不当な自己負担を求められた ・自己負担額の内容が説明されていない 

Ｄ 説明・情報提供 
・説明なくサービス内容が変更された  

・重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた 

Ｅ 被害・損害 ・預かり金など金銭のトラブルがあった ・所有物がなくなった ・破損した 

Ｆ 権利侵害 ・暴力や虐待を受けた     ・プライバシーを侵害された 

Ｇ その他 ・上記に当てはまらない事項 
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４ 広報・啓発活動の実施 

（１）県社協広報紙「ふくしのひろば」への掲載（１回） 

令和５年７月１日発行第２４６号        

（２）ポスターの配布（４７９部），リーフレットの配布（２，２５２部） 

（３）ホームページによる広報・啓発 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研修会の実施 

（１）自主開催研修 

ア 令和５年度福祉サービス苦情解決研修会（上級編） 

     開 催 日：令和５年８月８日（火） 

     開催方法：オンライン（Zoom）開催 

     参 加 者：福祉施設・事業所の管理者，リスクマネジメント担当者，苦情解決責任者， 

           過去に福祉サービス苦情解決研修会（中級編）を修了した者 １６２名 

     内   容：講義・演習 「リスク認識力向上研修～現場職員が認識すべきリスク～」 

                 株式会社フォーサイツコンサルティング 

代表取締役 浅野 睦 氏 
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イ 令和５年度福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会（初級編） 

     開 催 日：令和５年１０月３日（火） 

     開催方法：オンライン（Zoom） 

参 加 者：苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員 ３３８名 

内   容：説 明 「運営適正化委員会の取組状況について」 

鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会事務局長 

講義１ 「福祉サービスにおける相談・苦情への基本的対応」 

                 鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会 副委員長 

鹿児島国際大学 教授 茶屋道 拓哉 氏  

          講義２ 「カスタマーハラスメントへの対応」 

                 株式会社ツクイスタッフ パートナー講師 郡 清美 氏 

 

   ウ 令和５年度福祉サービス苦情解決研修会（中級編） 

開 催 日：令和６年２月２日（金） 

    開催方法：ハイブリッド方式（会場：県社会福祉センター別館） 

    参 加 者：苦情受付担当者・苦情解決責任者 １８４名 

      内   容：講義・演習「コミュニケーション力と組織力を強化する苦情解決能力向上研修」 

株式会社ツクイスタッフ パートナー講師 喜山 志津香 氏 

 

 

６ 巡回訪問（指導）の実施 

社会福祉事業の事業者段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう，県内の各事業所を訪

問して苦情解決体制の整備状況を把握するとともに，体制整備に関する相談・助言に応じ，福祉サー

ビスの質の向上につなぐことのでき苦情解決体制の構築に向けて，県内事業所への巡回訪問を実施し

た。 

＜訪問事業所数＞３０か所（内訳：高齢分野 10か所，児童分野 10か所，障害分野：10か所） 

 

 

７ 調査研究活動の実施 

県内事業所（運営主体別）を対象に，相談苦情体制整備状況調査を実施し，回収・集計・分析

を行い，現状を把握するとともに，集計結果をまとめホームページ等で公開した。  

 対象：令和５年度 社会福祉法人（令和６年度 社会福祉法人以外の運営主体） 

 

 

８ 全国会議等への参加 

（１）令和５年度運営適正化委員会事業研究協議会 

    開 催 日：令和５年７月１２日（水） 

        会  場：全国社会福祉協議会 ５階「第３～５会議室」 

    内  容：ア 行政説明 厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課 課長補佐 馬場 和弘 氏 

イ 基調報告 立教大学 平野 方紹 氏 

ウ 説明①  全国社会福祉協議会 政策企画部長 岩崎 香子 氏 

エ 説明②  全国社会福祉協議会 地域福祉部長 高橋 良太 氏 
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オ 実践報告 「運営適正化委員会事業における実践報告」 

カ グループ協議 

    参  加：事務局１名 

          

（２）令和５年度運営適正化委員会事業相談員研修会 

    開 催 日：令和５年１０月３０日（月）～３１日（火） 

        会  場：全国社会福祉協議会 ５階「第３～５会議室」 

    内  容：ア 説 明  全国社会福祉協議会 政策企画部部長 岩崎 香子 氏 

イ 講義Ⅰ 社会福祉法人佐賀西部コロニー 多良岳福祉園 施設長 中尾 富嗣 氏 

ウ 講義Ⅱ 立教大学 平野 方紹 氏 

エ 情報交換 

オ 講義・演習 愛知淑徳大学 教授 瀧 誠 氏 

カ 事例検討 

    参  加：事務局１名 

 

（３）令和５年度九州ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議 

開 催 日：令和５年１０月４日（水） 

開催方法：オンライン（Zoom）開催 ［主催：長崎県］ 

    内  容：ア 勉強会（各県からの事例に対する意見交換） 

（１）職員の接遇＋説明・情報提供 

（２）サービスの質や量 

（３）権利侵害＋被害・損害 

イ 次期開催県について 

    参  加：事務局３名 
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令和５年度福祉サービスに関する苦情解決事業における事業所巡回訪問先

№ 分野 市町村
運営主体
（法人等）

事業種別 訪問日 訪問者

1 児童 奄美市 社会福祉法人 児童養護 令和5年8月30日 事務局２名

2 障害 和泊町 社会福祉法人 就労支援Ｂ型 令和5年10月20日 事務局２名

3 児童 龍郷町 社会福祉法人 幼保連携型認定こども園 令和5年11月29日 委員,事務局2名

4 児童 薩摩川内市 社会福祉法人 保育園 令和5年12月21日 事務局２名

5 障害 出水市 社会福祉法人 就労支援Ｂ型 令和5年12月21日 事務局２名

6 高齢 出水市 社会福祉法人 特別養護老人ホーム 令和5年12月21日 事務局２名

7 高齢 志布志市 社会福祉法人 特別養護老人ホーム 令和6年1月26日 事務局２名

8 障害 肝付町 社会福祉法人 就労支援Ｂ型 令和6年1月26日 事務局２名

9 障害 鹿屋市 株式会社 生活介護 令和6年1月26日 事務局２名

10 児童 南さつま市 社会福祉法人 障害児入所支援 令和6年1月29日 事務局２名

11 児童 日置市 特定非営利活動法人 放課後等デイ 令和6年1月29日 事務局２名

12 児童 鹿児島市 社会福祉法人 保育園 令和6年1月29日 事務局２名

13 障害 薩摩川内市 社会福祉法人 障害者入所支援 令和6年1月31日 事務局２名

14 児童 薩摩川内市 社会福祉法人 保育園 令和6年1月31日 事務局２名

15 児童 鹿児島市 株式会社 児童発達支援 令和6年2月20日 事務局２名

16 障害 鹿児島市 株式会社 就労支援Ｂ型 令和6年2月20日 事務局２名

17 障害 垂水市 株式会社 就労支援Ｂ型 令和6年2月21日 事務局２名

18 児童 鹿屋市 社会福祉法人 放課後等デイ 令和6年2月21日 事務局２名

19 児童 鹿屋市 特定非営利活動法人 児童発達支援 令和6年2月21日 事務局２名

20 高齢 霧島市 株式会社 通所介護 令和6年2月26日 事務局２名

21 障害 霧島市 株式会社 居宅介護 令和6年2月26日 事務局２名

22 障害 霧島市 特定非営利活動法人 就労移行支援 令和6年2月27日 事務局２名

23 高齢 霧島市 社会福祉法人 特別養護老人ホーム 令和6年2月27日 事務局２名

24 高齢 霧島市 株式会社 通所介護 令和6年2月27日 事務局２名

25 高齢 鹿児島市 株式会社 通所介護 令和 6年 3月 1日 事務局２名

26 障害 指宿市 合同会社 就労支援Ｂ型 令和 6年 3月 5日 事務局２名

27 高齢 指宿市 社会福祉法人 地域密着型特養 令和 6年 3月 5日 事務局２名

28 高齢 指宿市 社会福祉法人 地域密着型特養 令和 6年 3月 5日 事務局２名

29 高齢 指宿市 社会福祉法人 軽費老人ホーム 令和 6年 3月 5日 事務局２名

30 高齢 鹿児島市 株式会社 通所介護 令和6年3月12日 事務局２名

目　的　：社会福祉法第８２条に基づく，社会福祉事業の経営者段階における自主的な苦情解決が適切に行われ
　　るように，広報・啓発の一環として各事業所を訪問し，苦情解決事業について助言等を行うとともに今後の
　　業務に役立てる。

高齢
10

34%

児童
10

33%

障害
10

33%

【巡回訪問における分野別割合】

社会福祉法人, 
17, 57%

株式会社, 
9, 30%

ＮＰＯ,
3, 10%

合同会社, 
1, 3%

【設置主体（法人等）別割合】
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